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上記事項につきましては、法令および定款第15条第２項の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）

への記載を省略しております。
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区　　　分
第 56 期

2023年３月期
第 57 期

2024年３月期
第 58 期

2025年３月期

第 59 期
(当連結会計年度)
2026年３月期

売 上 高(百万円) 410,502 461,510 508,643 500,006

営 業 利 益(百万円) 73,679 78,382 87,583 51,831

親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 45,784 49,639 53,669 35,457

基本的１株当たり当期利益(円) 72.94 79.27 86.07 56.89

資 産 合 計(百万円) 531,074 618,920 665,268 707,532

資 本 合 計(百万円) 388,356 432,897 464,534 505,676

１株当たり親会社所有者帰属持分(円) 617.56 692.94 743.71 812.57

直前３事業年度の財産および損益の状況

(注) １． 連結計算書類は、国際会計基準（IFRS）に準拠して作成しております。

２． 当社は、2024年４月１日付で株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行ってお

ります。第56期の期首に株式分割が行われたものと仮定して、基本的１株当たり当期

利益および１株当たり親会社所有者帰属持分を算定しております。

主要な拠点等（2026年３月31日現在）

(1) 国内の主要な拠点等

シスメックス株式会社

本社 ：神戸市中央区
支社 ：東京支社（東京都品川区）
支店 ：東京支店（東京都品川区）、大阪支店（大阪市北区）
工場 ：アイ スクエア（兵庫県加古川市）、加古川工場（兵庫県

加古川市）、西神工場（神戸市西区）、小野工場（兵庫県
小野市）

その他 ：テクノパーク（神戸市西区）、ソリューションセンター
（神戸市西区）

シスメックスRA株式会社

本社・工場 ：長野県塩尻市

(2) 海外の主要な拠点等

第59回定時株主総会招集ご通知　事業報告　「I-２．②重要な子会社の状
況」をご参照ください。
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従業員数 前連結会計年度末比増減

10,861(804)名 328名 増（32名 減）

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

3,011(505)名 135名 増（31名 減） 42.4歳 12.8年

従業員の状況（2026年３月31日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

(注) 従業員数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

(2) 当社の従業員の状況

(注) 従業員数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

　特筆すべき事項はありません。

その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 1,796,064,000株

(2) 発行済株式の総数 629,480,076株

(3) 株主数 52,767名

株　　主　　名 持　株　数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 72,152千株 11.5％

公 益 財 団 法 人 中 谷 財 団 38,692 6.2

公 益 財 団 法 人 神 戸 や ま ぶ き 財 団 36,000 5.7

有 限 会 社 中 谷 興 産 34,341 5.5

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 29,830 4.8

家 次 和 子 20,909 3.3

和 田 妙 子 19,489 3.1

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 16,749 2.7

ル ソ ー ル 株 式 会 社 14,250 2.3

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS 9,781 1.6

株式の状況（2026年３月31日現在）

(4) 大株主

(注) 持株比率は自己株式（3,039,291株）を控除して計算しております。なお、役員報酬BIP信

託口が保有する当社株式438千株、および従業員自社株保有制度（ESOP）の信託財産として

日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する株式4,517千株については、自己株式に

含めておりません。
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第 ４ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2019年８月28日

新 株 予 約 権 の 数 48,146個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 と 数
普通株式 1,444,380株
(新株予約権１個につき30株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額
当社に対する報酬債権をもって相殺
し、金銭の払込は要しない (注)１

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり 72,960円

(１株当たり2,432円)

権 利 行 使 期 間
2021年９月21日から
2027年９月20日まで

行 使 の 条 件 (注)２

役員および従業員
等 の 保 有 状 況

取 締 役
(監査等委員を除く)

取 締 役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数 10,450個
目的となる株式数 313,500株
保有者数 6名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

取 締 役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数 200個
目的となる株式数 6,000株
保有者数 1名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名

当 社 従 業 員
新株予約権の数 25,606個
目的となる株式数 768,180株
保有者数 184名

子 会 社 の 役 員 お よ び 従 業 員
新株予約権の数 11,890個
目的となる株式数 356,700株
保有者数 68名

新株予約権等の状況

(1) 新株予約権の状況（2026年３月31日現在）

(注)１. 新株予約権の行使に際しては財産を出資（新株予約権１個当たり72,960円）することを

要する。

２. 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行

使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。ただし、新株予約権者が当社もしくは当社子会社の取締役、監査役を任期満了に
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より退任した場合および従業員を定年により退職した場合は、退任および退職後２年間

に限り新株予約権を行使できるものとする。

新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとする。

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

３.2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記

「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額」については、当該株式分割を反映して算定しております。

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要事項

　該当事項はありません。
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責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額と

しております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保

険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取

締役、執行役員および子会社の取締役、監査役、ならびに当社および子会社の

管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約

により被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害が塡補さ

れることになります。ただし、法令違反を認識して行った行為に起因して生じ

た損害は塡補されない等の免責事由があります。
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社外役員の状況

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の

法人等との関係

・該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の

法人等との関係

・社外取締役井上　治夫氏は、株式会社ユニリタの社外取締役であります。

当社と同社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役藤岡　由佳氏は、丸一鋼管株式会社の社外取締役であります。

当社と同社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役大島　まり氏は、株式会社オープンアップグループの社外取締

役であります。当社と同社との間には特別な関係はありません。
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出席状況、発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役

　太　田　和　男

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。
グローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い
見識に基づき、取締役会において、議案の審議に必要な発言を適宜行う
など、経営監視機能を発揮し、意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの役割を果たしております。

社外取締役

　井　上　治　夫

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。
金融機関の経営者としての金融・財務会計、リスク管理などに関する知
見の他、実業界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会に
おいて、議案の審議に必要な発言を適宜行うなど、経営監視機能を発揮
し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしておりま
す。

社外取締役

　藤　岡　由　佳

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識および企
業経営等の豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会において、議案
の審議に必要な発言を適宜行うなど、経営監視機能を発揮し、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしております。

社外取締役

　大　島　ま　り

当事業年度に開催された取締役会のうち、社外取締役就任後に開催され
た13回のうち12回に出席いたしました。
生産技術や情報学の教育者として、サイバーセキュリティ、科学技術の
豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会において、議案の審議に必
要な発言を適宜行うなど、経営監視機能を発揮し、意思決定の妥当性・
適正性を確保するための役割を果たしております。

社外取締役（監査等委員）

　橋　本　和　正

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会16
回の全てに出席いたしました。
金融機関の経営者としての財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識
に基づき、取締役会および監査等委員会において、議案の審議に必要な
発言を適宜行うなど、業務執行に対する適切な監査・監督を通じて、経
営の健全性・透明性および監査・監督機能を確保するための役割を果た
しております。

社外取締役（監査等委員）

　岩　佐　道　秀

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会16
回の全てに出席いたしました。
企業経営等に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会および
監査等委員会において、議案の審議に必要な発言を適宜行うなど、業務
執行に対する適切な監査・監督を通じて、経営の健全性・透明性および
監査・監督機能を確保するための役割を果たしております。

ハ．当事業年度における主な活動状況
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支　払　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 194百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

194

会計監査人の状況

(1) 名　　　称　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

(注)１．当社の重要な子会社のうち、シスメックス　ヨーロッパ　エスイーほか10社は、当社の

会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資

格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当す

る外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に

係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見

積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて、取締役、社内関係部署および会計監

査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また非監査業務の委託状況およびその報

酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、その他監査契約の内容が適切であ

るかについて、検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をい

たしました。

４．上記の他、当事業年度に前事業年度の監査に係る追加報酬９百万円を当社より支払って

おります。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　会計監査人の解任および不再任の決定の方針は以下のとおりとし、監査等委

員会は、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の

解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

１. 会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断される場合

２. 会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分

を受けた場合

３. その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性および総合的能力等を

勘案し、監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場

合、または監査人の変更が妥当であると判断される場合
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

基本的な考え

①当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（１) 業務の適正を確保するための体制

　内部統制システムの基本方針についての取締役会における決議内容は以下のと

おりであります。（改定　2023年４月１日）

イ. 当社および当社の子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、すべて

の活動の拠り所となる考え方や進むべき方向性、価値観を明示したグループ

企業理念「Sysmex Way」に基づき、ステークホルダーに対するShared 

Valuesを定めます。役職員はこのShared Valuesに基づいて、事業活動を行

います。

ロ. 当社は、業務の適正を確保するために必要な体制を、組織が健全に維持され

るための必要なプロセスとして、かつ、「Sysmex Way」の具現化による事業

目的達成と企業価値向上を図るための基盤として、これを整備・活用しま

す。

ハ. 取締役会が以下の内部統制システムの基本方針を策定し、内部統制の実施状

況に対する指示・監督を行うとともに、整備・運用状況を確認し、適宜、必

要に応じ見直しを行います。その実効性を高めるため、内部統制の総責任者

である代表取締役社長を長とする内部統制委員会と内部統制の専任組織を設

置し、内部統制システム全般の整備・運用を推進します。

※企業理念「Sysmex Way」：「Sysmex Way」は、シスメックスグループが社会に

存立する意義（Mission）、大切にすべき価値観や経営姿勢（Value）、シスメッ

クスグループで働く一人ひとりが遵守すべき心構え（Mind）で構成されていま

す。また、「Shared Values」は、各ステークホルダーの皆様に対する具体的な

提供価値を宣言しています。

　当社は、「Sysmex Way」とこれに基づくShared Valuesを制定し、グループ全

体の事業を適正に推進します。取締役会が定めた内部統制システムの基本方針に

沿って、内部統制委員会と内部統制の専任組織が中心となってグループ全体の内

部統制全般の整備・運用を推進します。コンプライアンスやリスクマネジメント

など統制領域毎に、管理部門や委員会の設置やグローバルな関連規程等を制定

し、グループとして事業を適正に推進する体制を整備し運用します。
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②職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

③情報の保存および管理に関する体制

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制

⑤職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　主要な子会社には内部監査部門を配置し、当社の内部監査部門が、地域と全社

の観点で当社グループ全体の監査活動を統括します。なお、当社は、関係会社管

理に係る規程に基づき、子会社等関係会社の経営の主体性を尊重するとともに、

関係会社の事業内容の定期的な報告を受け、重要案件に関する事前協議等を実施

することにより、当社グループ全体の業務の適正を図ります。

　当社グループは、法令遵守とともに、高い倫理観に基づいた正々堂々とした事

業活動を行うことをコンプライアンスの定義としており、以下のとおり、その体

制を整備します。

　当社は、コンプライアンス違反を、社会的信用を失墜させる最も重要なリスク

ととらえ、当社グループ全体のリスク管理体制の下で、コンプライアンスの統括

組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを推進・強化し

ます。また、当社グループの役職員に適用されるグローバルコンプライアンスコ

ードを定め、教育・研修を通じてコンプライアンスを徹底します。さらに、内部

通報制度の整備により、当社グループにおける法令または定款違反行為の早期発

見と是正を図るとともに、内部監査部門によるコンプライアンス体制の監査等を

行います。

　当社は、グローバル文書管理規程等を定め、これらに従って、取締役会および

その他の重要会議の議事録等、取締役の職務執行に係る情報を適切に保管および

管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を相当な期間維持します。

　当社は、リスク管理に関する全社的な体制を整備するため、リスク管理に係る

規程に則り、当社グループの内部統制を統合的に管理する内部統制委員会が中心

となってリスクの軽減等に取り組みます。内部統制委員会では、想定されるリス

クを抽出し、重要なリスクを選定して、リスクに応じた責任部門を明確化し、当

該部門と事業部門等のリスクオーナーによる対応策の整備を推進するとともに、

当該対応策の実行状況を確認します。

　当社は、重要な経営の意思決定および職務執行の監督を行う機関として取締役

会を位置づけております。当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の意思決定

－ 11 －



⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

⑦監査費用の処理に係る方針に関する事項

⑧監査等委員会への報告に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行わ

れることを確保するための体制

スピードを高め、マネジメント機能を強化することにより、事業環境への迅速な

対応を図ります。

　また、組織規程、職務権限規程、関係会社管理に係る規程等に基づき、当社グ

ループにおける意思決定手続を明確にして、効率的な業務執行を確保するととも

に、グループ中期経営計画およびグループ年度経営計画を策定し、これらの進捗

状況の定期的な確認と必要な対応を実施します。

　当社は、内部監査部門が監査等委員会の職務を組織的に補助します。

　内部監査部門の使用人が監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会

の指揮命令に服するものとします。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するために、

内部監査部門の使用人の人事（任命、異動、懲戒等）については、監査等委員会

と事前協議を行います。

　当社は、監査等委員会の職務の執行に必要な費用等を支弁するため、毎年、監

査計画に応じた予算を設けます。また、監査等委員会の職務の執行に必要な追加

の費用等が生じた場合も適切な手続にて処理します。

　当社の監査等委員会は、当社グループの役職員が、法令もしくは定款に違反す

る事実または当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したと

きは、当該事実に関する事項について、所定の規程・手続に従って、速やかに報

告を受けます。

　また、監査等委員は、取締役会や執行役員会議等の重要な会議に出席するとと

もに、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じ当社グループの取締役および

使用人に報告を求めることができます。

　当社は、当社グループの役職員が上記各報告をしたことを理由として、当該役

職員につき解雇その他不利益な取扱いを行うことを禁止します。
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①当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

②職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（２) 内部統制システムの運用状況の概要について

　当社グループは、「内部統制システムの基本方針」に基づき、次のとおり運用

しております。

　当社グループは、「Sysmex Way」およびShared Valuesに基づいて事業活動を

行うとともに、2020年４月に代表取締役社長を長とする内部統制委員会と内部統

制の専任組織を設置し、整備・運用の強化を推進しています。

　当社は、グループ全体に適用されるコンプライアンスに関する規程や人権方針

に基づいてコンプライアンスおよび人権尊重への取組みを推進し、コンプライア

ンス委員会において、グループ全体の活動を統括しています。また、役職員に対

して、社内研修等を通じて、コンプライアンスに関する教育を実施し、法令の内

容やその変更を周知することで、法令や定款を遵守するための取組みを行ってい

ます。

　当社は、グループ全体に適用されるリスク管理に関する規程に基づいて、定期

的にリスクアセスメントを実施し、重要リスクの識別およびリスク対応策の検討

を行い、責任部門または子会社がリスク対応策を実行し、その結果を内部統制委

員会に報告しています。

　当社監査室および各地域の内部監査部門は、定期的に情報共有し、連携を図り

ながら、グループ全体の内部監査を実施しています。

　当社は、グループ全体に適用される関係会社管理に関する規程を整備し、子会

社から事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要な業務執行については、

当社の事前承認を得ることにより、管理・監督を行い、業務の適正を図っていま

す。

　当社は、コンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関する重要事項

の審議・施策の推進を行い、グループ全体の活動を統括しています。

　また、グループ全体に適用されるコンプライアンスに関する規程およびコード

を定め、当社およびグループ会社にコンプライアンス責任者を設置するととも

に、具体的な行動指針を示す教育資料を作成し、役職員に周知しています。

　加えて、海外グループ会社を含めたグループ全従業員が直接グループのコンプ

ライアンス統括責任者に通報できる内部通報窓口を設け、通報者の保護を確保し

つつ、内部通報に対処しています。

　さらに、当社監査室はコンプライアンス体制の整備および運用状況を監査し、

代表取締役社長および監査等委員会に報告しています。
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③情報の保存および管理に関する体制

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制

⑤職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、グループ全体に適用される文書管理に関する規程および情報セキュリ

ティに関する規程等を定めています。加えて、情報管理に関する規程に基づき、

各地域の情報セキュリティ地域責任者を任命するとともに、具体的な実務を行う

ための教育資料を作成し、役職員に周知しています。

　また、取締役会およびその他の重要会議の議事録、稟議書、決裁書等は、規程

に基づき保管および管理し、定められた期間に応じて閲覧可能な状態を維持して

います。

　さらに、グループで保有する情報資産を保護するため、情報セキュリティ委員

会を設置し、全地域へのセキュリティ対策を推進しています。

　当社は、リスク管理に関する規程を定め、グループ全体の体制を整備していま

す。

　また、定期的にリスクアセスメントを実施し、内部統制委員会にて、グループ

の重要リスクの識別およびリスク対応策の検討を行い、その実行状況を確認して

います。

　なお、当社は、子会社のリスクマネジメントの実施状況の把握に努め、必要に

応じて支援を行い、体制の強化に取り組んでいます。

　当社は、役職員に対して、社内研修等を通じて、リスクマネジメントに関する

教育を実施し、リスク対応への取組みを行っています。

　また、地震等の災害に備えた事業継続計画を策定し、予防対策を推進するとと

もに、万一、災害が発生した場合に対応できるよう規程・マニュアル類の整備や

定期的な訓練などを通じた改善を適時行い、体制の強化に継続的に取り組んでい

ます。

　当社の取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）10名（うち、社

外取締役４名）と監査等委員である取締役３名（うち、社外取締役２名）で構成

され、活発な議論が行われています。

　取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を

開催し、業務執行を監督しています。
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⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

⑦監査費用の処理に係る方針に関する事項

⑧監査等委員会への報告に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行わ

れることを確保するための体制

　また、取締役会に上程される議案は、グローバル戦略会議や執行役員会議等の

会議体における議論をもとに、迅速な意思決定がなされています。なお、組織規

程、職務権限規程、稟議手続規程および手順書に従い、社内の重要事項は迅速か

つ適切な決裁を受けています。グループ中期経営計画（３ヵ年計画）およびグル

ープ年度経営計画（１ヵ年計画）において達成すべき目標を定め、定期的に進捗

状況を確認しています。

　当社は、監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を設けていませんが、当

社監査室が監査等委員会事務局の任にあたるほか、監査等委員の監査活動の補助

を行っています。

　また、監査等委員は、定期的かつ必要に応じて随時、監査室と情報交換や協議

を行い、連携を図っています。

　当社は、監査等委員会の職務の執行について生じる費用について、必要な予算

を確保し、速やかに処理しています。

　取締役は、当社またはグループ会社の経営に重大な損失を与える事象が発生

し、または発生する恐れがあると判断したときは、適切に監査等委員会に報告し

ています。

　監査等委員は、取締役会に加えて重要会議に出席し、経営戦略、業績、重要な

取引、その他の重要事項について報告を受けています。

　また、監査等委員は稟議書や主要な会議体の議事録の閲覧権限が付与され、必

要時には自ら情報収集を行っています。

　当社は、役職員が内部通報をしたことにより、不利益な取扱いを行わないこと

を規定しています。
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会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針については特に定めておりません。

　今後とも持続的な企業価値向上による時価総額の増大、経営の透明性向上、IR

活動推進による積極的な情報開示、継続的な株主還元策等を実施し、株主の皆様

が魅力を感じる企業づくりを行ってまいります。

　以上のご報告は、次により記載しております。

１．百万円単位の金額は、百万円未満切り捨てにより表示しております。

２．千株単位の株式数は、千株未満切り捨てにより表示しております。

３．比率は、小数点第２位を四捨五入し小数点第１位まで表示しております。
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( 2025年４月１日から
2026年３月31日まで )

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
その他の
資本の

構成要素
合計

2025年４月１日残高 14,887 20,960 402,820 △12,318 37,425 463,776 758 464,534

当期利益 35,457 35,457 △82 35,374

その他の包括利益 31,226 31,226 31,226

当期包括利益 － － 35,457 － 31,226 66,684 △82 66,601

新株の発行
（新株予約権の行使）

10 6 16 16

株式報酬取引 170 170 170

配当金 △22,441 △22,441 △22,441

自己株式の取得 △3,214 △3,214 △3,214

自己株式の処分 △22 31 8 8

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

416 △416 － －

所有者との取引額合計 10 153 △22,025 △3,182 △416 △25,459 － △25,459

2026年３月31日残高 14,898 21,114 416,253 △15,501 68,236 505,000 675 505,676

連結持分変動計算書
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１. 連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、

IFRS）に準拠して作成しております。なお、同項後段の規定により、IFRSにより求められ

る開示項目の一部を省略しております。

２. 連結の範囲に関する事項

子会社の数　80社

主要な子会社の名称

・シスメックス　アメリカ　インク

・シスメックス　リエージェンツ　アメリカ　インク

・シスメックス　ドウ ブラジル　インダストリア　エ　コルメシオ　リミターダ

・シスメックス　ヨーロッパ　エスイー

・シスメックス　ドイチュラント　ゲーエムベーハー

・シスメックス　ユーケー　リミテッド

・シスメックス　フランス　エスエーエス

・希森美康医用電子(上海)有限公司

・済南希森美康医用電子有限公司

・シスメックス　アジア　パシフィック　ピーティーイー　リミテッド

・シスメックス　インディア　プライベート　リミテッド

・シスメックスRA株式会社

・シスメックス　パルテック　ゲーエムベーハー

・オックスフォード　ジーン　テクノロジー　アイピー　リミテッド

・シスメックス　コリア　カンパニー　リミテッド

３. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社の数　２社

主要な持分法適用会社の名称

・株式会社メディカロイド
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４. 会計方針に関する事項

(1) 金融商品の評価基準及び評価方法

 ① 金融資産

 (ⅰ) 当初認識及び測定

金融資産は、当初認識時に、償却原価で測定する金融資産と公正価値で測定する金

融資産に分類しております。

金融資産は、次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産

に分類し、それ以外の場合には公正価値で測定する金融資産へ分類しております。

(a) 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする

事業モデルに基づいて、資産が保有されている。

(b) 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキ

ャッシュ・フローが特定の日に生じる。

公正価値で測定する金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定しなければならな

い売買目的で保有する資本性金融商品を除き、資本性金融商品毎に、純損益を通じ

て公正価値で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを当初

取得時に指定し、当該指定を継続的に適用しております。

金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定するものではない場合、公正価値に当

該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。ただし、

重大な財務要素を含まない営業債権は、取引価格で測定しております。

金融資産のうち、株式及び債券は約定日に当初認識しております。その他の全ての

金融資産は取引日に当初認識しております。

 (ⅱ) 事後測定

金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しておりま

す。

(a) 償却原価で測定する金融資産

実効金利法による償却原価で測定しております。実効金利法による償却及び認識

を中止した場合の利得及び損失は、純損益として認識しております。

(b) 公正価値で測定する金融資産

公正価値で測定しております。公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額

は純損益として認識しております。ただし、資本性金融商品のうち、その他の包

括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては、公正価値の変動

額はその他の包括利益として認識し、認識を中止した場合又は損失がほぼ確実に

実現すると見込まれる場合には利益剰余金に直接振り替えております。

 (ⅲ) 認識の中止

金融資産は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した

場合、又は金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該

金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんど全てが移転している場合におい

て、認識を中止しております。
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 ② 金融資産の減損

償却原価で測定する金融資産については、四半期毎に、当該資産に係る信用リスクが

当初認識時点から著しく増加しているかどうかを判定し、信用リスクの当初認識時点

からの著しい増加の有無に応じて、以下の金額を減損損失として認識しております。

 (ⅰ) 信用リスクが当初認識時点から著しく増加していない場合

12か月の予想信用損失と同額

 (ⅱ) 信用リスクが当初認識時点から著しく増加している場合

全期間の予想信用損失と同額

ただし、営業債権、契約資産及びリース債権については、信用リスクの当初認識時点

からの著しい増加の有無に関わらず、全期間の予想信用損失と同額で減損損失を認識

しております。

予想信用損失の金額は、以下のように算定しております。

 (ⅰ) 営業債権、契約資産及びリース債権

・信用リスクが当初認識時点から著しく増加していない資産

同種の資産の将来の予想貸倒率を帳簿価額に乗じて、予想信用損失を算定してお

ります。

・信用リスクが当初認識時点から著しく増加している資産及び信用減損金融資産に

該当する資産

回収見込額を個別に見積り、帳簿価額との差額をもって、予想信用損失を算定し

ております。

 (ⅱ) (ⅰ)以外の資産

・信用リスクが当初認識時点から著しく増加していない資産

同種の資産の将来の予想貸倒率を帳簿価額に乗じて、予想信用損失を算定してお

ります。

・信用リスクが当初認識時点から著しく増加している資産及び信用減損金融資産に

該当する資産

回収見込額を個別に見積り、当該資産の当初の実効金利で割り引いた現在価値の

額と、帳簿価額との差額をもって、予想信用損失を算定しております。

減損損失を認識した金融資産の帳簿価額は貸倒引当金を通じて減額し、減損損失は

純損益として計上しております。また、将来回収できないことが明らかな金額は、

金融資産の帳簿価額を直接減額し、対応する貸倒引当金の金額を減額しておりま

す。

減損損失の認識後に減損損失が減少する場合は、減損損失の減少額を貸倒引当金を

通じて純損益に戻し入れております。

 ③ 金融負債

 (ⅰ) 当初認識及び測定

金融負債は、当初認識時に、償却原価で測定する金融負債と純損益を通じて公正価

値で測定する金融負債に分類しております。全ての金融負債は公正価値で当初測定

しておりますが、償却原価で測定する金融負債については、直接帰属する取引費用

を控除した金額で測定しております。
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 (ⅱ) 事後測定

金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しておりま

す。

(a) 償却原価で測定する金融負債

実効金利法による償却原価で測定しております。実効金利法による償却及び認識

を中止した場合の利得及び損失は、純損益として認識しております。

(b) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

公正価値で測定しております。公正価値で測定する金融負債の公正価値の変動額

は純損益として認識しております。

 (ⅲ) 認識の中止

金融負債は、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失効になった場合に認

識を中止しております。

 ④ デリバティブ及びヘッジ会計

デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識され、当初

認識後は公正価値で再測定されます。

当社及び子会社（以下、連結会社）は、認識されている金融資産と負債及び将来の取

引に関するキャッシュ・フローを確定するため、為替予約等を利用しております。

なお、上記デリバティブについて、ヘッジ会計の適用となるものはありません。従っ

て、デリバティブ金融商品は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」及び

「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」に分類しております。

 ⑤ 金融商品の相殺

金融資産と金融負債は、認識された金額を相殺する強制可能な法的権利が現時点で存

在し、かつ純額ベースで決済するか又は資産を実現すると同時に負債を決済する意図

が存在する場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書において純額で表示しておりま

す。

 ⑥ 公正価値の測定

IFRS第13号「公正価値測定」では、公正価値を、その測定のために使われるインプッ

ト情報における外部からの観察可能性に応じて、次の３つのレベルに区分することを

規定しております。

・レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値

・レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出され

た公正価値

・レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算

出された公正価値

公正価値の測定に使用される公正価値測定のヒエラルキーのレベルは、公正価値の測

定の重大なインプットのうち、最も低いレベルにより決定しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は取得原価又は正味実現可能価額のいずれか低い金額で認識しております。取

得原価は主として平均法に基づいて算定しており、購入原価、加工費並びに現在の場所

及び状態に至るまでに要した全ての費用を含んでおります。正味実現可能価額は、通常

の事業の過程における予想売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控

除した額であります。
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(3) 有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法及び減価償却又は償却の方法

 ① 有形固定資産

 (ⅰ) 認識及び測定

有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び

減損損失累計額を控除した額で表示しております。

取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、解体・除去及び原状回復費用の当

初見積額が含まれております。

 (ⅱ) 減価償却

有形固定資産（土地等の償却を行わない資産を除く）は、見積耐用年数にわたり、

定額法で減価償却を行っております。

主な見積耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　10～50年

機械装置及び運搬具　　　　５～12年

工具、器具及び備品　　　　２～15年

減価償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、連結会計年度末において見直しを行

い、必要に応じて改定しております。

 ② 無形資産

無形資産については、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累

計額を控除した額で表示しております。

開発活動における支出については、以下の全ての要件を立証できた場合に限り資産と

して認識し、その他の支出は全て発生時に費用として認識しております。

 (ⅰ) 使用又は売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性

 (ⅱ) 無形資産を完成させ、更にそれを使用又は売却するという会社の意図

 (ⅲ) 無形資産を使用又は売却できる能力

 (ⅳ) 無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法

 (ⅴ) 無形資産の開発を完成させ、更にそれを使用又は売却するために必要となる、適切

な技術上、財務上及びその他の資源の利用可能性

 (ⅵ) 開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力

無形資産は、当該資産が使用可能になった日から、見積耐用年数にわたり、定額法で

償却を行っております。

主な見積耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア ３～10年

開発費 ３～20年

その他無形資産 ２～21年

償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、連結会計年度末において見直しを行い、必

要に応じて改定しております。なお、商標権の一部については、事業を継続する限り

基本的に存続するため、耐用年数を確定できないと判断し、償却しておりません。

－ 22 －



(4) のれんに関する事項

のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した額で表示しております。のれんの償

却は行わず、毎期減損テストを実施しております。

被取得企業における識別可能資産及び負債は、取得日の公正価値で認識しております。

企業結合で移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額及び取得企業が以前に保有

していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計が、取得日における識別可能資産及び

負債の正味価額を上回る場合にはその超過額がのれんとして認識され、下回る場合には

純損益として認識されます。移転された対価は、移転した資産、引き受けた負債及び発

行した資本持分の公正価値の合計で算定され、条件付対価の取決めから生じた資産又は

負債の公正価値も含まれております。取得関連費用は、発生した期間において費用とし

て認識しております。

(5) 非金融資産の減損

非金融資産（棚卸資産及び繰延税金資産を除く）については、四半期毎に、資産又は資

金生成単位の減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候がある場合には、当該

資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積り、減損テストを実施しております。

のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、毎期又は減損の兆候が存在す

る場合にはその都度、減損テストを実施しております。

全社資産は独立したキャッシュ・インフローを生み出していないため、全社資産に減損

の兆候がある場合、当該全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額に基づき判断

しております。

回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額で算定され

ます。使用価値は、資産又は資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フ

ローを現在価値に割り引くことにより算定されます。

資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、差額を減損損失として純損益で認識しております。

過年度に減損損失を認識したのれん以外の資産又は資金生成単位については、四半期毎

に、当該減損損失の戻入の兆候の有無を判断しております。戻入の兆候がある場合に

は、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価

額を超える場合には、減損損失の戻入を行っております。減損損失の戻入額は、過年度

に減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿価額を上限として、純

損益で認識しております。

のれんの減損損失については、戻入を行っておりません。

(6) 引当金の計上基準

過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を決済す

るために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、その債務の金額に

ついて信頼性のある見積りができる場合に、引当金を認識しております。

貨幣の時間価値の影響が重要な場合には、引当金の金額は債務の決済に必要と見込まれ

る支出の現在価値で測定しております。
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(7) 従業員給付の会計処理の方法

 ① 退職後給付

連結会社は、確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。

 (ⅰ) 確定給付制度

確定給付負債又は資産の純額は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公

正価値を控除して算定されます。この計算による資産計上額は、制度からの返還又

は将来掛金の減額という利用可能な将来の経済的便益の現在価値を上限としており

ます。確定給付制度債務は予測単位積増方式を用いて算定され、その現在価値は将

来の見積給付額を割り引いて算定されます。割引率は、給付支払の見積時期及び金

額を反映した期末時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しております。

当期勤務費用及び確定給付負債又は資産の純額に係る利息費用の純額は純損益とし

て認識しております。

過去勤務費用は、発生時に純損益として認識しております。

数理計算上の差異を含む確定給付負債又は資産の純額の再測定は、発生時にその他

の包括利益として認識し、直ちに利益剰余金に振り替えております。

 (ⅱ) 確定拠出制度

確定拠出年金制度への拠出は、従業員が勤務を提供した期間に費用として認識して

おります。

 ② その他

短期従業員給付については、割引計算を行わず、従業員が関連する勤務を提供した時

点で費用として認識しております。

長期従業員給付については、従業員が過年度及び当年度において提供した勤務の対価

として獲得した将来給付額を現在価値に割り引いて算定しております。

賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的及び推定的債務を負ってお

り、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、支払われると見積ら

れる額を負債として認識しております。
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(8) 収益

連結会社は、顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基

づき認識しております。

・ステップ１：顧客との契約を識別する

・ステップ２：契約における履行義務を識別する

・ステップ３：取引価格を算定する

・ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

・ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

連結会社は検体検査機器及び検体検査試薬の販売、並びに関連するサービスの提供を行

っております。上記の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約内容に応じて、契

約の結合及び複数の履行義務の識別を行っており、顧客との契約において約束された対

価から、値引きや割戻し等を控除した金額で取引価格を算定しております。その上で、

算定された取引価格を区分した履行義務に配分し、収益を認識しております。

これらの契約の一部は、機器・試薬・保守サービスのいくつかを含んだ複数要素取引と

なっております。複数要素取引の取引価格をそれぞれの履行義務に独立販売価格の比率

で配分するため、契約におけるそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービス

の契約開始時の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格に比例して配分し

ております。また、顧客に対して財又はサービスを別個に販売するときの価格が直接的

に観察できない場合には、取引実態を踏まえ、主に見積りコストにマージンを加えて独

立販売価格を見積る方法又は複合取引の総額から他の財又はサービスの独立販売価格を

控除した額により独立販売価格を見積る方法を用いて算定しております。

 ① 機器及び試薬の販売

機器及び試薬の販売の収益の認識については、顧客との契約内容に基づいて、顧客が

当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断した時点で、収益を認

識しております。具体的には、所有権及びリスク負担が連結会社から顧客に移転する

時点に応じて、船積日、顧客に引き渡された時点、又は顧客の検収がなされた時点等

で収益を認識しております。

 ② 保守サービス

保守サービスは、主として一定期間の製品等のメンテナンスを実施するサービスの提

供となります。これらの保守サービスに対する支配を一定の期間にわたり移転するた

め、一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。

製品の保守サービス等の収益は、主として移転される財又はサービスの総量に対する

割合に基づいて収益を認識する方法（アウトプット法）で算出しております。なお、

履行義務の充足前に顧客から対価を受け取る場合には、契約負債として認識しており

ます。

これらの製品の販売やサービスの提供に係る対価は、収益を認識した時点から主として

１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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(9) 外貨換算

 ① 外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで機能通貨に換算しております。

決算日における外貨建貨幣性項目は決算日の為替レートで、公正価値で測定される外

貨建非貨幣性項目は当該公正価値の算定日の為替レートで、それぞれ機能通貨に再換

算しております。

当該換算及び決済により生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、

その他の包括利益を通じて測定される金融資産から生じる換算差額については、その

他の包括利益として認識しております。

 ② 在外営業活動体

在外営業活動体の資産及び負債は決算日の為替レートで、収益及び費用は、為替レー

トが著しく変動している場合を除き、期中の平均レートでそれぞれ換算しておりま

す。当該換算により生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。

ただし、超インフレ経済下にある子会社の収益及び費用は、超インフレ会計の適用に

より決算日の直物為替相場により円換算しております。超インフレ会計の詳細は

「４．会計方針に関する事項　（10）超インフレの調整」に記載しております。

在外営業活動体を処分する場合、当該在外営業活動体に関連する換算差額の累計額

は、処分時に純損益に振り替えております。

(10) 超インフレの調整

超インフレ経済下にある子会社の業績及び財政状態について、IAS第29号「超インフレ

経済下における財務報告」に定められる要件に従い、報告期間の末日現在の測定単位に

修正した上で、連結会社の連結計算書類に含めております。

超インフレ経済下にある子会社は、取得原価で表示されている有形固定資産等の非貨幣

性項目について、取得日を基準に期末日時点の測定単位に修正しております。現在原価

で表示されている貨幣性項目及び非貨幣性項目については、報告期間の末日現在の測定

単位で表示されていると考えられるため、修正しておりません。
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２. 資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権(流動資産) 2,191百万円

３. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 177,256百万円

（単位：百万円）

被保証者 保証金額 保証債務の内容

株式会社メディカロイド 7,400 運転資金借入のための保証

合計 7,400

（会計上の見積りに関する注記）

非金融資産の減損

１. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

連結会社の一部において、事業環境の変化等により減損の兆候の有無の判定及び回収可能

価額の見積りに重要な影響を受ける可能性のある非金融資産（棚卸資産及び繰延税金資産

を除く）を保有しております。連結計算書類に計上した当該非金融資産の内訳は、有形固

定資産4,091百万円、のれん1,655百万円及び無形資産7,297百万円（うち耐用年数を確定

できない無形資産1,288百万円）であります。

２. その他の事項

連結注記表「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）４．会

計方針に関する事項(5)非金融資産の減損」に記載のとおりであります。

減損テストにおける回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高

い金額で算定しております。使用価値は、資金生成単位又は資金生成単位グループ毎に当

該資金生成単位又は資金生成単位グループの経営者が承認した１～５年度分の財務予算と

成長率を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定しておりま

す。減損テストで利用する財務予算には、製品の薬事承認時期や市場導入時期、新たに進

出する国や市場での需要見通し、取り組み中の事業関連施策による効果、それらに基づく

製品別、地域別の販売予測や関連費用の見積り等の仮定が含まれており、不確実性が伴い

ます。また、当該見積りは過去の実績に加えマーケットの将来予測等の外部情報を考慮し

ております。成長率は、資金生成単位又は資金生成単位グループが属する市場もしくは国

の長期平均成長率を勘案して決定しております。割引率は、資金生成単位又は資金生成単

位グループが属する市場もしくは国の税引前加重平均資本コストを基に算定しておりま

す。また、成長率及び割引率は将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可

能性があります。不確実性が顕在化することにより、将来計画の見直しが必要になった場

合や成長率及び割引率に重要な変動があった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に

重要な影響を与える可能性があります。

（連結財政状態計算書に関する注記）

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

４. 偶発負債

保証債務

当社は、当社の持分法適用会社による銀行借入に関して、債務保証を行っております。

（注）当連結会計年度において、持分法適用に伴う負債6,556百万円を計上しております。
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普通株式 629,480,076株

決議
株式の

種類

配当金の

総額

(百万円)

１株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日

2025年６月27日

定時株主総会
普通株式 10,678 17.00 2025年３月31日 2025年６月30日

2025年11月５日

取締役会
普通株式 11,934 19.00 2025年９月30日 2025年12月２日

決議
株式の

種類

配当の

原資

配当金の

総額

(百万円)

１株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日

2026年６月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 11,902 19.00 2026年３月31日 2026年６月29日

普通株式 1,444,380株

（連結損益計算書に関する注記)

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 当連結会計年度において、減損損失11,557百万円を認識しております。

当該減損損失は、主に本社統括セグメントに属するシスメックス　パルテック　ゲーエム

ベーハー、オックスフォード　ジーン　テクノロジー　アイピー　リミテッド、シスメッ

クス　アストレゴ　エービーの企業結合により生じたのれんに係る減損損失11,269百万円

であります。

（連結持分変動計算書に関する注記）

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

３. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

（注）１．2025年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有

する当社株式に対する配当金76百万円が含まれております。

２．2025年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付

与ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金94百万円が含まれております。

４. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

次の議案を付議いたします。

（注）2026年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付

与ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金94百万円が含まれております。

５. 当連結会計年度末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的とな

る株式の数

2019年８月28日開催の取締役会の決議によるストック・オプション
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（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 資本管理

連結会社は、持続的成長による企業価値の最大化を実現するために、資本効率を向上さ

せつつ、成長に向けた事業投資に備えた健全な財務体質を維持することを資本管理にお

いて重視しております。

なお、連結会社が適用を受ける重要な資本規制はありません。

(2) 財務上のリスク管理方針

連結会社は、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク（信用リスク、

流動性リスク、市場リスク）に晒されております。これらのリスクを回避又は低減する

ために、一定の方針に基づきリスク管理を行っております。

連結会社は、資金運用については主に安全性の高い短期的な預金等によることとし、資

金調達については主に銀行等金融機関からの借入によることとしております。

また、デリバティブ取引については、これらのリスクを回避又は低減するために利用し

ており、実需の範囲で行う方針であり、取引権限や限度額を定めた社内規程に従い、財

務部門が所定の決裁者の承認を得て取引を行い、定期的に期日別の残高を把握して管理

しております。

(3) 信用リスク管理

当社は、債権について、債権管理に関する社内規程に従い、各営業管理部門が主要な取

引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手毎に期日及び残高を管理すると共に、

財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。子会社について

も、当社の債権管理に関する規程に準じて、同様の管理を行っております。

主なデリバティブ取引については、取引相手先を大手の金融機関に限定しているため、

信用リスクは小さいと判断しております。

保有する担保及びその他の信用補完を考慮に入れない期末日における信用リスクに対す

る最大エクスポージャーは、連結財政状態計算書に表示されている金融資産の減損後の

帳簿価額になります。

(4) 流動性リスク管理

当社は、営業取引等に基づく資金の収支及び設備投資計画に基づく支出予定を勘案し

て、財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、手元資金に不足が生じないように管

理しております。当社の財務部門では、連結会社全体の資金収支の状況を把握し、流動

性リスクを管理しております。

(5) 市場リスク管理

 ① 為替リスク管理

当社は、外貨建債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し

て、主に為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸

出に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権、関係会社貸付

金及び借入金に対する為替予約を行っております。
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（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

資産

リース債権 46,561 45,430

債券 150 146

合計 46,711 45,577

負債

長期借入金 32,359 31,243

その他 56 55

合計 32,416 31,298

 ② 金利リスク管理

連結会社の金利リスクに晒されている金融商品は僅少であり、連結会社における金利

リスクは軽微であります。

 ③ 市場価格の変動リスク管理

連結会社は、株式等について、定期的に公正価値や発行体の財務状況等を把握し、保

有状況を継続的に見直しております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

・帳簿価額及び公正価値

当連結会計年度末における金融資産及び金融負債の帳簿価額及び公正価値は、以下のと

おりであります。なお、公正価値が帳簿価額と一致又は近似している金融資産及び金融

負債は含めておりません。

（注）長期借入金には連結財政状態計算書におけるその他の短期金融負債に含まれる１年内返

済予定の長期借入金を含んでおります。

３. 金融商品の時価の適切な区分毎の内訳等に関する事項

(1) 公正価値の測定方法

主な金融資産及び金融負債の公正価値は、以下のとおり決定しております。金融商品の

公正価値の測定において、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。

市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、将来キャッシュ・フローを割

り引く方法、又はその他の適切な方法により測定しております。

 ① 営業債権及びその他の債権

リース債権の公正価値は、一定期間毎に区分した金額を満期までの期間及び信用リス

クを加味した利率により割り引いた現在価値によっており、レベル３に分類しており

ます。

 ② その他の金融資産

・株式等

市場性のある株式は、活発な市場における同一資産の市場価格に基づき公正価値を算

定しており、レベル１に分類しております。

非上場株式及び出資金は、当社で定めた評価方針及び手続に基づき、類似会社の市場
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（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産

株式等

純損益を通じて公正価値で測定

する金融資産
－ － 3,278 3,278

その他の包括利益を通じて公正

価値で測定する金融資産
5,618 － 2,275 7,894

デリバティブ金融資産

純損益を通じて公正価値で測定

する金融資産
－ 27 － 27

その他

純損益を通じて公正価値で測定

する金融資産
35 － 2,378 2,414

合計 5,654 27 7,932 13,614

負債

デリバティブ金融負債

純損益を通じて公正価値で測定

する金融負債
－ 137 － 137

合計 － 137 － 137

価格に基づく評価技法、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法及び投資先の

純資産に基づく評価技法等により公正価値を測定するとともに、評価結果の分析を行

っており、レベル３に分類しております。

 ③ デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債

為替予約等は契約を締結している金融機関から提示された価格等に基づいて公正価値

を算定しており、レベル２に分類しております。

 ④ 債券及び長期借入金

債券及び長期借入金の公正価値は、同一の残存期間で同条件の取引を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しておりま

す。

上記以外の金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しております。

(2) 公正価値で測定する金融商品

公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりであります。

（注）公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じ

た日に認識しております。なお、当連結会計年度において、レベル１、２及び３の間の振

替は行っておりません。
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報告セグメント 報告セグメントに含まれる会社

本社統括

シスメックス株式会社、シスメックスRA株式会社、他国内子会社

13社、オックスフォード ジーン テクノロジー アイピー リミテ

ッド、シスメックス パルテック　ゲーエムベーハー、シスメック

ス　コリア　カンパニー　リミテッド、他海外子会社11社

米州統括

シスメックス　アメリカ　インク、シスメックス　リエージェン

ツ　アメリカ　インク、シスメックス　ドウ　ブラジル　インダ

ストリア　エ　コメルシオ　リミターダ、他米州地域子会社５社

EMEA統括

シスメックス　ヨーロッパ　エスイー、シスメックス　ドイチュ

ラント　ゲーエムベーハー、シスメックス　ユーケー　リミテッ

ド、シスメックス　フランス　エスエーエス、他EMEA地域子会社

25社

中国統括
希森美康医用電子（上海）有限公司、済南希森美康医用電子有限

公司、他中国地域子会社２社

AP統括

シスメックス　アジア　パシフィック　ピーティーイー　リミテ

ッド、シスメックス　インディア　プライベート　リミテッド、

他アジア・パシフィック地域子会社９社

（収益認識に関する注記）

１. 収益の分解

連結会社の報告セグメントは、連結会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を

行う対象となっているものであります。

連結会社は、主に検体検査機器及び検体検査試薬を製造・販売しており、日本及び東アジ

ア地域においては本社統括として当社が、その他の地域においては米州、EMEA（欧州・中

東・アフリカ）、中国及びアジア・パシフィックの各地域に設置した統括会社が、それぞ

れの地域特性に応じた包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、一部

の海外子会社は事業の内容に応じて当社が統括しております。

統括会社別のセグメントにおいては、「本社統括」「米州統括」「EMEA統括」「中国統

括」「AP統括」の５つを報告セグメントとしております。

なお、報告セグメントに含まれる会社は以下のとおりであります。

上記５つの報告セグメントにおいて計上する収益を売上高として表示しております。

顧客との契約から生じる収益を顧客との契約に基づき、財又はサービスの種類別に分類し

た内訳は、以下のとおりであります。
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（単位：百万円）

本社統括 米州統括 EMEA統括 中国統括 AP統括 合計

財又はサービス

の種類別

機器 18,617 30,954 34,486 11,518 7,655 103,232

試薬 52,128 63,899 93,692 68,501 29,700 307,923

保守サービス 12,106 33,505 16,471 5,512 1,679 69,275

その他 4,709 2,097 7,459 3,763 1,545 19,575

合計 87,562 130,456 152,110 89,296 40,581 500,006

顧客との契約か

ら認識した収益
86,424 122,046 137,802 89,201 39,723 475,197

その他の源泉か

ら認識した収益
1,137 8,410 14,308 94 858 24,809

（単位：百万円）

2025年４月１日 2026年３月31日

顧客との契約から生じた債権 153,782 158,164

契約資産 7,457 5,577

契約負債 18,098 20,770

（注）その他の源泉から認識した収益には、IFRS第16号に基づくリース収益等が含まれておりま

す。

２. 契約残高

当連結会計年度における顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以

下のとおりであります。

契約資産は、主に機器、試薬、保守サービス等を組み合わせた様々な構成要素からなる複

数要素取引について、報告日時点で物品又は役務の提供を完了しておりますが、契約上ま

だ請求していない取引の対価に関連するものであり、連結財政状態計算書においてはその

他の流動資産に含めて表示しております。

契約負債は、主に顧客からの前受収益及び前受金に関連するものであります。当連結会計

年度に認識した収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた金額は17,581百万円であ

ります。

３. 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において、充足していない履行義務に配分された取引価格及びその売上

計上見込時期毎の内訳は、以下のとおりであります。

ただし、契約期間が１年以内の取引は含めておりません。また、顧客に請求する対価の額

が、顧客に提供した価値と直接対応する契約も含めておりません。
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（単位：百万円）

１年以内 19,557

１年超 31,311

合計 50,868

１. １株当たり親会社所有者帰属持分 812円57銭

２. 基本的１株当たり当期利益 56円89銭

３. 希薄化後１株当たり当期利益 56円89銭

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１．当社は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しており、基本的１株当たり

当期利益及び希薄化後１株当たり当期利益の算定において、当該信託が所有する当社

株式を自己株式として処理していることから、当該株式数を期中平均株式数から控除

しております。

２．希薄化後１株当たり当期利益については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有

しないため基本的１株当たり当期利益と同額としております。
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（重要な後発事象に関する注記）

１. 日本電子株式会社の医用機器事業の取得

当社は、日本電子株式会社（以下、JEOL）の医用機器事業（以下「対象事業」）を譲り受

けることを決議し、2025年９月２日に株式譲渡契約を締結いたしました。この契約に基づ

き、JEOLが新たに設立した株式会社医用機器事業分割準備会社（以下、対象会社）に対象

事業を吸収分割の方法で承継させた上で、2026年４月１日付で当社が対象会社の全株式を

取得いたしました。

(1) 被取得企業の概要

名称　　　株式会社医用機器事業分割準備会社

事業内容　医用機器の製造・販売・開発研究、及びそれに附帯する製品・部品の加工委

託、保守・サービス、周辺機器の仕入・販売

(2) 企業結合の概要

当社は、JEOLが展開してきた生化学自動分析装置
※1
 BioMajesty

TM※2
の製造・販売・開発

研究等から成る対象事業を承継することにより、高い競争力を有する生化学検査分野の

製品群を当社グループの製品ポートフォリオに取り込み、試薬メーカーとの協業関係の

強化及び海外市場を含む事業展開の拡大を図ることを目的としております。

また、株式取得に伴い対象会社はシスメックスBioMajesty株式会社に商号を変更いたし

ました。

※１　生化学自動分析装置：

血液や尿等の体液成分を検体とし、糖やコレステロール、タンパク、酵素等の各種成

分の測定を行う装置。現在では、一般的な生化学項目だけでなく、免疫血清、腫瘍マ

ーカー、血液凝固検査の一部の項目等幅広い分野の測定が可能となっております。

※２　BioMajestyシリーズ：

採取した検体を希釈するという独自の手法で、検体量の微量化・試薬の少量化を実現

した生化学自動分析装置シリーズ。ハイエンド製品として高速大量処理を追求した

JCA-BM8000 seriesから、ローエンド製品として省スペースモデルに多機能と使いやす

さを凝縮したJCA-BM6010 Gまで、フルラインアップを揃えており、検査機関のあらゆ

るニーズに対応できます。

(3) 取得日

2026年４月１日

(4) 取得の対価

株式譲渡契約書に定める方法により算定中であります。

(5) 取得日現在における取得資産及び引受負債の公正価値

現在算定中であります。
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２．多額な資金の借入

当社は2026年４月28日に資金の借入を実施いたしました。その内容は以下のとおりであり

ます。

(1) 資金借入の理由

中南米における事業をはじめとした連結会社の事業拡大及び自己株式取得を含む株主還

元の拡充に伴う資金需要の増加に対応するため、資金借入を実行いたしました。

(2) 資金借入の概要

①借入先　　　　複数銀行

②借入総額　　　50,000百万円

③借入金利　　　固定金利

④借入期間　　　５年

⑤担保の有無　　無担保
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（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部

流動資産

現金及び預金

受取手形

売掛金

リース投資資産

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

前払費用

未収入金

未収還付法人税等

短期貸付金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

土地

リース資産

建設仮勘定

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

関係会社出資金

長期貸付金

長期前払費用

前払年金費用

繰延税金資産

差入保証金

その他

158,690

23,879

162

53,011

476

29,895

3,153

9,578

3,207

15,696

5,329

8,523

5,937

△162

193,871

49,200

22,456

631

1,744

11,606

10,651

96

2,012

69,816

67,949

1,866

74,854

10,509

35,592

11,021

2,126

2,010

5,291

6,693

1,119

489
　

流動負債 37,051

買掛金 11,934

電子記録債務 768

短期借入金 7,215

未払金 9,490

未払費用 1,202

契約負債 340

返金負債 1,044

賞与引当金 4,008

役員賞与引当金 442

製品保証引当金 152

その他 451

固定負債 36,824

長期借入金 27,959

退職給付引当金 519

債務保証損失引当金 6,796

長期預り保証金 436

その他 1,111

負債合計 73,875

純資産の部

株主資本 274,733

資本金 14,898

資本剰余金 20,770

資本準備金 20,763

その他資本剰余金 6

利益剰余金 254,556

利益準備金 389

その他利益剰余金 254,167

試験研究積立金 9,800

特別勘定積立金 358

別途積立金 27,715

繰越利益剰余金 216,293

自己株式 △15,492

評価・換算差額等 2,992

その他有価証券評価差額金 2,992

新株予約権 960

純資産合計 278,685

資産合計 352,561 負債・純資産合計 352,561

貸借対照表
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( 2025年４月１日から
2026年３月31日まで )

（単位：百万円）

科目 金額

売上高 197,359

売上原価 95,015

売上総利益 102,344

販売費及び一般管理費 81,613

営業利益 20,730

営業外収益 21,370

受取利息及び配当金 10,793

システム利用料収入 6,738

為替差益 2,510

その他 1,328

営業外費用 1,060

支払利息 477

固定資産除却損 423

その他 158

経常利益 41,041

特別利益 378

投資有価証券売却益 275

債務保証損失引当金戻入額 103

特別損失 9,796

関係会社株式評価損 7,666

関係会社出資金評価損 1,043

関係会社清算損 722

減損損失 202

貸倒引当金繰入額 162

税引前当期純利益 31,623

法人税、住民税及び事業税 5,710

法人税等調整額 △2,116

当期純利益 28,029

損益計算書
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( 2025年４月１日から
2026年３月31日まで )

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

試験研究

積立金

特別勘定

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 14,887 20,753 6 20,759 389 9,800 358 27,715 210,876 249,140

当期変動額

新株の発行
(新株予約権の行使)

10 10 10 －

剰余金の配当 － △22,612 △22,612

当期純利益 － 28,029 28,029

自己株式の取得 － －

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ －

当期変動額合計 10 10 － 10 － － － － 5,416 5,416

当期末残高 14,898 20,763 6 20,770 389 9,800 358 27,715 216,293 254,556

株主資本等変動計算書
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株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △12,318 272,469 1,635 1,635 1,043 275,148

当期変動額

新株の発行
(新株予約権の行使)

21 － 21

剰余金の配当 △22,612 － △22,612

当期純利益 28,029 － 28,029

自己株式の取得 △3,204 △3,204 － △3,204

自己株式の処分 31 31 － 31

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ 1,356 1,356 △83 1,272

当期変動額合計 △3,173 2,264 1,356 1,356 △83 3,536

当期末残高 △15,492 274,733 2,992 2,992 960 278,685
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) 棚卸資産

商品、製品、仕掛品及び原材料

　総平均法による原価法

なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。

２. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　15～50年

機械及び装置　　　　　５～12年

工具、器具及び備品　　２～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

販売見込期間（３年）における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存期間

に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（３～10年）に基づいております。

(3) 長期前払費用

定額法
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(4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してお

ります。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(4) 製品保証引当金

機器製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込

額を過去の実績を基礎として計上しております。

(5) 退職給付引当金（前払年金費用）

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を退職給付引当金又

は前払年金費用として計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理しております。

(6) 債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を

計上しております。
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４. 収益及び費用の計上基準

(1) 顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基づき、認識し

ております。

・ステップ１：顧客との契約を識別する

・ステップ２：契約における履行義務を識別する

・ステップ３：取引価格を算定する

・ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

・ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社は検体検査機器及び検体検査試薬の販売、並びに関連するサービスの提供を行って

おります。上記の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約内容に応じて、契約の

結合及び複数の履行義務の識別を行っており、顧客との契約において約束された対価か

ら、値引きや割戻し等を控除した金額で取引価格を算定しております。その上で、算定

された取引価格を区分した履行義務に配分し、収益を認識しております。

① 機器及び試薬の販売

機器及び試薬の販売の収益の認識については、顧客との契約内容に基づいて、顧客

が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断した時点で、収益

を認識しております。具体的には、所有権及びリスク負担が当社から顧客に移転す

る時点に応じて、船積日、顧客に引き渡された時点、又は顧客の検収がなされた時

点等で収益を認識しております。

② 保守サービス

保守サービスは、主として一定期間の製品等のメンテナンスを実施するサービスの

提供となります。これらの保守サービスに対する支配を一定の期間にわたり移転す

るため、一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。

製品の保守サービス等の収益は、主として移転される財又はサービスの総量に対す

る割合に基づいて収益を認識する方法（アウトプット法）で算出しております。な

お、履行義務の充足前に顧客から対価を受け取る場合には、契約負債として認識し

ております。

これらの製品の販売やサービスの提供に係る対価は、収益を認識した時点から主と

して１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

③ ロイヤリティ

ライセンスの供与による収益（売上高ベースのロイヤリティに係る収益）を認識し

ております。売上高ベースのロイヤリティに係る収益は、算定基礎となる売上が発

生した時点と売上高ベースのロイヤリティが配分されている履行義務が充足される

時点のいずれか遅い時点で収益を認識しております。

(2) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
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５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(2) ヘッジ会計の方法

① 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、外貨建金銭債権債務に係る為替予約等

については、「金融商品に係る会計基準」による原則的処理によっております。ま

た、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用

しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・・・金利スワップ、為替予約等

ヘッジ対象・・・・・借入金、外貨建取引（金銭債権債務、予定取引等）

③ ヘッジ方針

金利変動リスク及び為替相場変動リスクの低減のため、対象資産・負債の範囲内で

ヘッジを行うこととしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。

(3) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理

の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（表示方法の変更に関する注記）

（貸借対照表）

前事業年度において、独立掲記していた「固定負債」の「役員退職慰労引当金」は金額的重要

性が乏しいことから、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
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２. 有形固定資産減価償却累計額 57,476百万円

被保証者 保証金額 保証債務の内容 摘要

シスメックス　アメリカ　インク 6,348百万円 リース債務に対する保証 39,743 千US$

シスメックス　ヨーロッパ　エスイー 1,234百万円 入札保証 6,745 千EUR

希森美康医用電子（上海）有限公司 462百万円 入札保証 20,000 千CNY

シスメックスＲＡ株式会社 4,159百万円
事業所新築に伴う

借入のための保証
－

株式会社メディカロイド　（注） 603百万円 運転資金借入のための保証 －

合計 12,808百万円

短期金銭債権 42,624百万円

長期金銭債権 2,126百万円

短期金銭債務 13,806百万円

長期金銭債務 159百万円

（会計上の見積りに関する注記）

関係会社株式及び関係会社出資金の評価

１．計算書類に計上した金額

関係会社株式　　35,592百万円

関係会社出資金　11,021百万円

２．その他の事項

関係会社株式及び関係会社出資金は、移動平均法による原価法を適用しており、株式等の

実質価額と取得価額を比較して減損の要否を検討しております。株式等の実質価額が取得

原価に比べて著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場

合を除いて、相当の減額を行い、評価差額を当期の損失として認識しております。

当該評価に用いる実質価額は、１株当たり純資産額を基礎として算定、又は連結計算書類

の減損テストで利用した将来の財務予算に基づく使用価値から算定しております。減損テ

ストにおける使用価値の見積りには、製品の薬事承認時期や市場導入時期、新たに進出す

る国や市場での需要見通し、取り組み中の事業関連施策による効果、それらに基づく製品

別、地域別の販売予測や関連費用、成長率及び割引率等の仮定が含まれております。

これらの仮定は見積りの不確実性を伴うため、重要な変化が生じ、実質価額が著しく低下

した場合には、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

３. 保証債務

（注）債務保証額7,400百万円から債務保証損失引当金6,796百万円を控除した金額を記載して

おります。

４. 関係会社に対する金銭債権・債務
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売上高 134,912百万円

仕入高 28,665百万円

その他の営業取引高 11,688百万円

営業取引以外の取引高 20,326百万円

株式の種類 当期首株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

普通株式 5,873,371 2,133,820 11,826 7,995,365

（損益計算書に関する注記）

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 関係会社との取引高

３. 関係会社株式評価損

関係会社株式評価損は、主にシスメックス アストレゴ エービーの株式を減損したことに

よるものであります。

４. 関係会社出資金評価損

関係会社出資金評価損は、シスメックス　アイノスティクス　ゲーエムベーハーの出資金

を減損したことによるものであります。

５. 関係会社清算損

当社の連結子会社であったシスメックス　アイノスティクス　インクを清算したことに伴

い、会社清算損を特別損失として計上しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．自己株式の株式数の増加2,133,820株は、自己株式の買い付けによる増加1,695,300

株、役員報酬BIP信託における自己株式の取得による増加438,500株及び単元未満株式

の買い取りによる増加20株です。

２．自己株式の株式数の減少11,826株は、株式付与ESOP信託における自己株式の交付によ

る減少によるものです。

３．当期末株式数には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式

4,956,074株を含めております。
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繰延税金資産 (百万円)

賞与引当金 1,261

棚卸資産 567

未払費用 212

ソフトウェア 763

投資有価証券等 1,545

関係会社株式・出資金 13,674

税務上の繰延資産 1,251

貸倒引当金 51

債務保証損失引当金 2,138

その他 865

繰延税金資産小計 22,332

評価性引当額 △12,334

繰延税金資産合計 9,998

繰延税金負債

前払年金費用 △1,665

土地 △255

その他有価証券評価差額金 △1,172

その他 △211

繰延税金負債合計 △3,304

繰延税金資産の純額 6,693

(％)

法定実効税率 30.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △8.1

外国税額控除 △0.7

試験研究費税額控除 △4.0

評価性引当額の増減 △7.6

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.4

（税効果会計に関する注記）

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主要な項目別の内訳
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種類
会社等の

名称
所在
地

資本金
又は

出資金

事業の
内容

議決権の
所有

(被所有)
割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高

（百万円）役員の
兼任(人)

事業上の
関係

子会社

シスメックス
アメリカ　インク

米国
イリノ
イ州

千US$
22,000

検体検査機
器及び検体
検査試薬の
販売

直接
100%

1
当社製品の
販売等

当社製品等
の販売

26,928 売掛金 2,953

リース契約
の債務保証

6,348 －

シスメックス
ヨーロッパ　エス
イー

ドイツ
ハンブ
ルク市

千EUR
120

検体検査機
器の販売及
び代理店サ
ポート
検体検査試
薬の製造及
び販売

直接
100%

2
当社試薬製
品の製造及
び販売等

当社製品等
の販売

26,906 売掛金 2,864

資金の返済 3,737
短期

借入金
2,745

入札保証 1,234 －

希森美康医用電子
(上海)有限公司

中国
上海市

千US$
1,000

検体検査機
器及び検体
検査試薬の
販売

直接
100%

1
当社製品の
販売等

当社製品等
の販売

50,084 売掛金 11,118

入札保証 462 －

シスメックス
ＲＡ株式会社

長野県
塩尻市

百万円
70

検体検査機
器の開発及
び製造

直接
100%

－
当社機器製
品の製造等

事業所新築
に伴う
借入のため
の保証

4,159 －

（関連当事者との取引に関する注記）

１. 子会社及び関連会社等
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種類
会社等の

名称
所在地

資本金
又は

出資金

事業の
内容

議決権の
所有

(被所有)
割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高

（百万円）役員の
兼任(人)

事業上の
関係

子会社

シスメックス
アジア　パシ
フィック　ピ
ーティーイー　
リミテッド

シンガポ
ール

千SG$
11,500

検体検査機
器の販売及
び代理店サ
ポート

直接
100%

1
当社試薬製
品の製造及
び販売等

当社製品等
の販売

15,938 売掛金 6,731

シスメックス
アイノスティ
クス　インク

米国
メリーラ
ンド州

千US$
－

がん分野に
おける血中
遺伝子診断
サービス

直接
100%

－ 資金援助

増資の引受 8,670 －

貸付金の回
収

7,864 －

関連
会社

株式会社メデ
ィカロイド

兵庫県
神戸市

百万円
100

医療用ロボ
ットのマー
ケティン
グ、開発、
設計、製
造、販売、
アフターサ
ービス

直接
50%

1

同社製品の
仕入等、債
務保証、増
資の引受

運転資金
借入の
債務保証

7,400
債務保証

損失
引当金

6,796

１. １株当たり純資産額 446円87銭

２. １株当たり当期純利益 44円98銭

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

１. 製品等の販売に係る取引価格及びロイヤリティの料率は、一般的取引条件を勘案して

決定しております。

２. 貸付及び借入の金利は、市場金利を勘案し双方協議の上決定しております。

３. 資金の貸借の取引金額は、前事業年度末残高からの増減額を記載しております。

４. シスメックス　アイノスティクス　インクは当事業年度において清算結了しておりま

す。

２. 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定において、

役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式を自己株式として処理

していることから、当該株式数を期中平均株式数から控除しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「４．収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象に関する注記）

１．日本電子株式会社の医用機器事業の取得

当社は、日本電子株式会社（以下、JEOL）の医用機器事業（以下「対象事業」）を譲り受

けることを決議し、2025年９月２日に株式譲渡契約を締結いたしました。この契約に基づ

き、JEOLが新たに設立した株式会社医用機器事業分割準備会社（以下、対象会社）に対象

事業を吸収分割の方法で承継させた上で、2026年４月１日付で当社が対象会社の全株式を

取得いたしました。詳細は、「連結計算書類　連結注記表　重要な後発事象に関する注

記」に記載しております。

２．多額な資金の借入

当社は2026年４月28日に資金の借入を実施いたしました。詳細は、「連結計算書類　連結

注記表　重要な後発事象に関する注記」に記載しております。
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独立監査人の監査報告書
　

シスメックス株式会社

取締役会　御中
　

2026年5月14日
　

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　神　戸　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 田 賢 重
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 添 健 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 岡 宏 之
　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シスメックス株式会社の2025年4月1日から2026年3月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基
準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、シスメックス株式会社及び連結子会社からな
る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求
められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開
示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
　

シスメックス株式会社

取締役会　御中
　

2026年5月14日
　

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　神　戸　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 田 賢 重
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 添 健 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 岡 宏 之
　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シスメックス株式会社の2025年4月1日
から2026年3月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第59期事業年度にお

ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下

のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関す

る取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方

法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門

と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に

関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しました。ま

た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる

事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って適切に

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結

持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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2．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役

の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2026年5月22日

シスメックス株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 新 牧 智 夫

監査等委員 橋 本 和 正

監査等委員 岩 佐 道 秀
　

(注) 監査等委員橋本和正及び岩佐道秀は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。
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